
 

 

 

５月６日山武市役所にて、令和４年度の山武市学校事務共同実施がスタートしました。共

同実施だよりはお陰様で発行１５年目になりました。今年度もわかりやすく情報をお伝えし

ていきますので、１年間よろしくお願いいたします。 

 

 

学校事務職員の多くが、各小中学校で１人配置です。事務処理をより効率的・効果的に進める

ため、市内小中学校の事務職員が連携し、組織をつくって活動をしています。この組織での活動

を 「 学校事務の共同実施 」 と呼んでいます。 

                                            

                                                   

学校現場の抱える課題の共有を行い、教育委員会主導のもと、事務職員が 

チームとして連携・協働することにより学校運営に関する支援を行います。また、 

子どもたちの教育環境を整え、学校教育の充実に資することを目的としています。 

 

 

・大富小学校    校長   中津 和美（拠点校校長）       ・南郷小学校    校長   鈴木 利雄 （市校長会代表)  

・松尾小学校    教頭   近藤 尊尚（市教頭会代表）    ・子ども教育課   課長   中村 之彦  

・子ども教育課学事係 係長    細野 由美子              ・大富小学校      事務長 酒井 美保子（共同実施主任） 

・南郷小学校    事務長    渡邉 美栄子(共同実施副主任)   ・松尾小学校      主事   髙橋 広実（共同実施副主任) 

・各グループリーダー 4名 （リーダー名は下記グループ研究内容に記載しました。） 

  4/27運営協議会にて今年度の共同実施の実施内容が承認されました。 

                                 

  

 

・市内１5校 17名の学校事務職員 

（小学校：11校 中学校：4校） 

 

 

 

 備品・文書管理（学校再編推進）グループ     情報発信グループ   

 （リーダー：日向小・池谷 勉）             （リーダー：成東東中・稗田 周太） 

・備品管理                          ・「共同実施だより」の発行 

・文書管理                           ・学校事務共同実施ホームページの運営 

・学校再編にかかる事務全般             

事務アシスト Aグループ                   事務アシスト Bグループ 

 （リーダー：緑海小・武田 梢）             （リーダー：山武北小・宮野 由香里） 

・学校徴収金システムの改善                  ・市会計マニュアルの作成                     
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・学級会計簿作成マニュアルの改善            ・県会計年度任用職員マニュアルの作成 

 

 

予約方法 

①市有バスを使用する際は、まず事務職員に空き状況を確認してください。 

②予約が入っていないことを確認できたら、教育委員会学事係へ電話をします。 

③予約できたら「市有バス使用申請書」を教育委員会に提出します。 

※電話受付はＡＭ８：３０～ＰＭ５：１５（厳守）ですので予約する際は気を付けましょう。 

※提出後の修正がないようによく確認の上、使用日の２週間前までに必ず申請書を提出し

ましょう。 

 

申請書作成の留意事項 

委託業者より、市バス運転士の入れ替わりがあり、今までのように山武市

の小中学校の運行に慣れた運転士ではなくなっているため、より詳細な運行の行程や地図等

の添付資料を求められることとなりました。 

 つきましては、現時点での対応として、申請書作成時に以下の点を徹底していただくよう

お願いいたします。 

 

 ・市内市外問わず、別紙で地図を添付して経路を明記すること。その際、目的地の住所を

必ず記載すること。 

 ※〇〇工業団地、本須賀海岸 などではなく、どこからどこまでを見学するか、広い範囲

のどこに駐車するかなどがわかる詳細な地図の添付が必要です。 

 ・駐車場の確認ができる資料を添付すること。市内周回の場合は、乗降場所も明記（確保）

すること。 

※申請者が目的地の下調べをして、駐車場の確保をお願いします。駐車場が確保できない

場合は、市有バスの利用はできません。 

 ・高速道路を利用する際は、区間について記載すること。（乗車人数に注意してください。） 

 ※首都高は、ETC専用レーンが増えているため、必ず各学校で確認してください。 

 

キャンセル等について 

市有バスのキャンセルや、運行に関する急な変更（出発時間や行先など）が発生した場合、

まず運転士の携帯へ連絡をお願いします。 

運転士と連絡がつかない場合、時間をおいて再度連絡を行い、それでも連絡がつかない場

合は、平日の開庁時間は子ども教育課へ、休日の場合のみ三陽自動車

へ連絡するようお願いします。 

キャンセルは、運行（市役所発）2 時間前までに忘れずに連絡を‼ 



（２時間前を過ぎると、１回分の運行料金がかかります） 


